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○坂戸市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

平成19年３月27日規則第１号 

改正 

平成20年９月25日規則第28号 

平成28年３月31日規則第15号 

令和３年12月１日規則第40号 

坂戸市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、坂戸市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成19年坂戸市条例第２号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（事前協議） 

第３条 条例第４条第１項の規定による協議書の提出は、墓地等経営（変更）計画協議書（様式第

１号）によるものとし、申請予定日の120日前までに行わなければならない。 

２ 前項の協議書には、次に掲げる書類（変更許可に係る場合にあっては、次に掲げる書類のうち

市長が指定するもの）を添付するものとする。 

(１) 墓地等の設置等の必要性を具体的に示す書類 

(２) 墓地等の設置場所の選定理由書及び規模等の根拠を示す書類 

(３) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書 

(４) 計画者が法人（地方公共団体を除く。）である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及

び登記事項証明書並びに墓地等の設置等に係る意思決定をした旨を証する書類 

(５) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する経営計画書 

(６) 資金計画書 

(７) 市長が指定する年度の貸借対照表及び収支計算書 

(８) 墓地等の管理規程の案 

(９) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の１以上の縮尺の見取

図 

(10) 墓地等を設置する場所を示した都市計画図 

(11) 施設の配置図、建物の各階層の平面図及び立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図、納
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骨装置の設計図又は火葬炉の設計図 

(12) 墓地等の敷地に係る登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し 

(13) その他市長が必要と認める書類 

（標識の設置方法等） 

第４条 条例第５条第１項に規定する標識は、様式第２号によるものとし、条例第６条第１項の規

定により開催する説明会（次条において「説明会」という。）の開催予定日の30日前の日から条

例第15条第１項の規定による工事完了検査済証の交付を受ける日までの間、設置しなければなら

ない。 

２ 計画者は、前項に規定する期間内に標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記

載内容を書き換えなければならない。 

３ 条例第５条第２項の規定による届出は、標識設置届出書（様式第３号）に、次に掲げる書類を

添付して提出することにより行うものとする。 

(１) 標識を設置した場所が明記された図面 

(２) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真 

（説明会） 

第５条 条例第６条第１項の規則で定める近隣住民等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める者とする。 

(１) 経営許可に係る場合 次に定める者 

ア 当該計画に係る墓地の区域又は納骨堂の敷地の周囲おおむね100メートル以内に居住する

者及び当該区域に土地又は建物を所有する者 

イ 火葬場の敷地の周囲おおむね300メートル以内に居住する者及び当該区域に土地又は建物

を所有する者 

(２) 変更許可に係る場合 次に定める者 

ア 当該計画に係る墓地の区域又は納骨堂の敷地の周囲おおむね100メートル以内に居住する

者及び当該墓地の区域又は納骨堂の敷地に隣接する土地の所有者 

イ 火葬場の敷地の周囲おおむね300メートル以内に居住する者及び当該火葬場の敷地に隣接

する土地の所有者 

２ 計画者は、申請予定日の60日前までに説明会を開催するものとし、説明会を開催する日の14日

前までに、その旨を近隣住民等に周知するものとする。 

３ 説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。 
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(１) 計画者の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地 

(２) 墓地等の施設の概要 

(３) 墓地等の維持管理の方法 

(４) 工事着手予定日及び工事完了予定日 

(５) 工事の方法及び安全対策の概要 

(６) 条例第７条第１項の規定による意見の申出の方法及び期限 

４ 計画者は、計画の内容が墓地の区域の500平方メートル未満の拡張、墓地の区域の縮小又は納骨

堂の施設の変更である場合であって、市長が認めるときは、前項各号に掲げる事項を記載した書

面の配布をもって説明会に代えることができる。 

５ 条例第６条第２項の規定による報告は、墓地等計画説明会開催結果報告書（様式第４号）に、

次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。 

(１) 説明会で配布した資料又は前項の規定により配布した書類 

(２) 説明会の概要並びに近隣住民等の意見及びその回答 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（近隣住民等の意見） 

第６条 条例第７条第１項の規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。 

２ 条例第７条第２項の規定による報告は、協議内容報告書（様式第５号）を提出することにより

行うものとする。 

（経営許可等の申請） 

第７条 条例第９条第１項の規定による申請は、墓地等経営（変更）許可申請書（様式第６号）に、

次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。 

(１) 第３条第２項各号に掲げる書類（変更許可に係る場合にあっては、同項各号に掲げる書類

のうち市長が指定するもの） 

(２) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し 

（廃止許可の申請） 

第８条 条例第９条第４項の規定による申請は、墓地等廃止許可申請書（様式第７号）に、次に掲

げる書類を添付して提出することにより行うものとする。 

(１) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書 

(２) 申請者が法人（地方公共団体を除く。）である場合にあっては、墓地等の廃止について意

思決定をした旨を証する書類 
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（みなし許可の届出） 

第９条 条例第10条の規定による届出は、墓地（火葬場）みなし許可届出書（様式第８号）を提出

することにより行うものとする。 

（許可等の通知） 

第10条 条例第11条第１項の規定による通知は、許可をしたときは墓地等経営（変更・廃止）許可

書（様式第９号）により、許可をしないときは墓地等経営（変更・廃止）不許可通知書（様式第

10号）により行うものとする。 

（工事着手の届出） 

第11条 条例第14条の規定による届出は、墓地等工事着手届（様式第11号）を提出することにより

行うものとする。 

（工事完了の届出） 

第12条 条例第15条の規定による届出は、墓地等工事完了届（様式第12号）を提出することにより

行うものとする。 

（工事完了検査済証） 

第13条 条例第16条第１項に規定する工事完了検査済証の様式は、墓地等工事完了検査済証（様式

第13号）とする。 

（名称等の変更の届出） 

第14条 条例第17条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 墓地等の所在地 

(２) 法人の主たる事務所の所在地 

(３) 法人の名称及び代表者の氏名 

(４) 墳墓の区画数（墓地の区域の変更を伴うものを除く。） 

２ 条例第17条の規定による届出は、墓地等の名称等の変更届出書（様式第14号）を提出すること

により行うものとする。 

（氏名等の掲示） 

第15条 条例第18条第１号の規定による掲示は、様式第15号により行うものとする。 

（委任） 

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 
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附 則（平成20年規則第28号） 

この規則は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第15号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月１日規則第40号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 

 



11/23 

様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第７条関係） 
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様式第７号（第８条関係） 
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様式第８号（第９条関係） 
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様式第９号（第10条関係） 
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様式第10号（第10条関係） 
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様式第11号（第11条関係） 
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様式第12号（第12条関係） 
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様式第13号（第13条関係） 
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様式第14号（第14条関係） 

 



23/23 

様式第15号（第15条関係） 

 


